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Ｑ

訪
問
通
所
サ
ー
ビ
ス
を
使

わ
な
か
っ
た
金
額
を
短
期
入
所

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
日
数
に
振
り

替
え
て
利
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス

が
１
月
か
ら
変
わ
る
そ
う
で
す

が
、
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
で

す
か
？

Ａ

12
月
ま
で
は
、
本
来
の
利

用
限
度
日
数
も
含
め
て
、
各
月

最
大
で
２
週
間
が
上
限
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
１
月
か
ら
は
利

用
日
数
の
上
限
が
最
大
で
30
日

ま
で
拡
大
さ
れ
ま
す
＝
表
＝
。

振
り
替
え
は
、
要
介
護
度
ご

と
に
定
め
ら
れ
て
い
る
本
来
の

利
用
限
度
日
数
を
全
部
使
い
切

っ
た
後
か
ら
行
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

な
お
、
前
月
か
ら
連
続
し
て

利
用
す
る
場
合
は
、
30
日
を
超

え
る
利
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

�
振
り
替
え
が
で
き
る
人

短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

限
度
日
数
を
超
え
て
利
用
し
な

け
れ
ば
在
宅
で
の
介
護
を
継
続

健
康
保
険
法
な
ど
が
改
正
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
１
月
１
日

か
ら
老
人
医
療
一
部
負
担
金
＝

表
１
＝
や
国
民
健
康
保
険
の
高

額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度

額
＝
表
２
＝
な
ど
が
変
わ
り
ま

す
。70

歳
以
上
の
人
ま
た
は
65
歳

以
上
で
一
定
の
障
害
の
あ
る
人

が
対
象
と
な
る
老
人
医
療
費
の

一
部
負
担
金
は
、
こ
れ
ま
で
定

額
制
だ
っ
た
外
来
、
入
院
な
ど

の
自
己
負
担
が
、
原
則
と
し
て

医
療
費
の
１
割
を
負
担
す
る
定

率
制
に
変
わ
り
ま
す
。

ま
た
、
県
老
（
県
単
医
療
費

助
成
制
度
）
の
受
給
者
も
、
こ

れ
に
準
ず
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
県
障
受
給
者
は
年
齢

を
問
わ
ず
、
こ
れ
ま
で
通
り
現

行
の
制
度
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

医
療
機
関
な
ど
に
受
診
す
る
と

き
は
、
必
ず
県
障
受
給
者
証
を

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
で
は
高
額
療

養
費
の
自
己
負
担
額
が
、
前
年

の
所
得
に
応
じ
３
段
階
に
分
け

ら
れ
る
ほ
か
、
医
療
費
の
額
に

よ
り
、
自
己
負
担
額
が
変
わ
り

ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

老
人
医
療
・

県
老
…
高
齢
者
福
祉
課
（
�
内

線
２
７
０
７
）
、
県
障
受
給
者

…
障
害
福
祉
課
（
�
内
線
２
６

２
３
）
、
国
民
健
康
保
険
課

（
�
内
線
２
６
９
３
）

す
る
こ
と
が
困
難
な
人
で
、
次

の
よ
う
な
場
合
が
該
当
と
な
り

ま
す
。

①
利
用
者
が
痴
ほ
う
で
あ
る
こ

と
な
ど
に
よ
り
、
同
居
し
て
い

る
家
族
な
ど
の
介
護
が
困
難
な

場
合

②
同
居
し
て
い
る
家
族
が
高

齢
、
病
気
な
ど
に
よ
り
十
分
な

介
護
が
で
き
な
い
場
合

�
振
り
替
え
の
手
続
き

訪
問
通
所
サ
ー
ビ
ス
を
使
わ

な
か
っ
た
金
額
を
確
認
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
担
当
の

介
護
支
援
専
門
員
に
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

�
費
用

自
己
負
担
は
介
護
費
用
の

１
割
で
す
。

問
い
合
わ
せ

介
護
保
険
課

（
�
内
線
２
７
８
０
）
へ

「
病
児
保
育
室
よ
い
こ
の
も

り
」
で
は
、
病
児
保
育
や
施
設

の
概
要
な
ど
に
つ
い
て
知
っ
て

も
ら
お
う
と
、
12
月
21
日
に
一

般
見
学
会
を
開
催
し
ま
す
。

同
施
設
は
、
病
気
回
復
期
に

あ
る
保
育
園
や
幼
稚
園
に
通
う

園
児
な
ど
を
、
安
心
し
て
預
け

ら
れ
る
施
設
と
し
て
10
月
に
オ

ー
プ
ン
。
預
か
っ
た
子
ど
も
を

専
任
の
看
護
婦
と
保
育
士
が
、

看
護
と
保
育
の
両
面
か
ら
サ
ポ

ー
ト
し
て
い
ま
す
。

同
見
学
会
で
は
、
子
ど
も
連

れ
の
人
も
気
軽
に
参
加
し
て
も

ら
お
う
と
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
楽

し
い
催
し
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

日
時

12
月
21
日
午
後
２
時
か

ら会
場

病
児
保
育
室
よ
い
こ
の

も
り
（
神
道
寺
１
）

定
員

先
着
30
人

申
し
込
み

会
場
（
�
２
９
０
・

２
０
３
０
）
へ

12
月
21
日
は
冬
至
で
す
。
冬

至
に
は
、
昔
か
ら
ひ
び
や
あ
か

ぎ
れ
を
治
す
と
い
う
「
ゆ
ず
湯
」

が
た
て
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

市
内
の
銭
湯
で
は
、
21
日
に

利
用
者
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
ゆ
ず

湯
を
実
施
し
ま
す
。

こ
の
機
会
に
、
大
き
な
お
風

呂
で
香
り
高
い
ゆ
ず
湯
を
た
っ

ぷ
り
楽
し
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

期
日

12
月
21
日

入
浴
料

中
学
生
以
上
３
５
０

円
、
小
学
生
１
４
０
円
、
幼
児

70
円

問
い
合
わ
せ

近
く
の
銭
湯
へ

訪
問
通
所
サ
ー
ビ
ス
の

短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
へ
の
振
り
替
え

要介護度
振り替え利用できる
1カ月の最大日数

要 支 援 ６日/月
要介護１ 16日/月
要介護２ 18日/月
要介護３ 24日/月
要介護４ 27日/月
要介護５ 30日/月

飼
主
の
モ
ラ
ル
が

見
ら
れ
て
る
！

犬
の
フ
ン
、
い
や

女性の健康なんでも相談
日時 １月26日午後１時45分から
会場 東地域保健福祉センタ－
申し込み 保健所保健予防課（�内線36
43）へ　※予約制

マタニティおすすめ栄養教室
日時 １月15日午後１時15分～同30分受
け付け
会場 中央地域保健福祉センタ－
内容 妊娠中の食事のポイント、調理実
習と試食、ほか　定員 先着30人
申し込み 保健所保健予防課（�内線36
43）へ

子どもパワーさまざまフェスタ
日時 １月13日午後１時から
会場 音楽文化会館
内容 映画「ハッピーバースデー」、和
太鼓演奏、ほか
チケット 大人1,200円、18歳以下800円
（当日200円増し）
問い合わせ 子どもの権利条約にいがた
の会・竹内（�090-2738-4550）へ

１歳誕生歯科健康診査
対象 平成12年１月生まれ（北・西地区
は11年12月生まれ、曽野木地区は11・12
月生まれも含む。入舟地区は２月実施）
持ち物 母子健康手帳、問診表、フッ素
塗布希望者は料金1,020円
問い合わせ 保健所保健予防課（�内線
3647）へ　※案内と問診票は対象者に郵送

健 康 相 談
基本健康診査の受診記録票、健康手帳

のある人はお持ちください。
地　区 月　日 会　場 時　間

鳥 屋 野 12・18 ※南地域保健福祉センター
午前10時
～11時半

午後１時半
～３時

木 　 戸 12・19 ※木戸公民館

赤 　 塚 12・20 ※赤塚連絡所

山 の 下 12・20 ※中地域保健福祉センター

大 江 山 12・22 ※大江山農村環境改善センター

関屋・中央 12・19 ※中央地域保健福祉センター

午後１時半～３時入 　 舟
12・21

※入舟分室

南 　 浜 ※南浜連絡所

※印は栄養士による相談あり

調理師就業者は届け出を
12月31日現在、調理師として働いて

いる人は、１月15日までに所定の用紙
を調理師会（学校町通2）または保健所
に届け出てください。
問い合わせ 保健所健康増進課（�内線
3669）へ

シンフォニアアンサンブルニイガタ演奏会

オルガンと吹奏楽＆ジャズ
日時 １月７日午後１時半から
会場 りゅーとぴあコンサートホール
チケット 1,000円（当日200円増し）
問い合わせ 坂牧（�276-6877）へ

高齢者・障害者無料パソコン教室
日時 あす18日～12月29日午後４時～
５時20分（全10回）
会場 県高度情報社会生活支援センター
新潟東教室（日の出３）
対象 65歳以上または障害者手帳を持っ
ている人先着34人
申し込み 会場（�290-2275）へ

県障害者交流センター もちつき大会
日時 12月23日正午から
会場 新潟ふれ愛プラザ体育館（亀田町）
問い合わせ 同センター（�381-8110）へ

安 産 教 室
内容 安産体操、分べんの経過、ほか
申し込み 保健所保健予防課（�内線36
43）へ　
月　日

１・12

１・24

１・26

会　　　　　場 受 付 時 間

東地域保健福祉センター

南地域保健福祉センター

坂井輪地域保健福祉センター

午前９時15分
～同30分

午後１時15分
～同30分

対　　象

来年５・６月
出産予定の妊婦
（３回１コース）

母子健康手帳の交付
受付時間 午後１時～２時
持ち物 妊娠届出書、印鑑
月　 日 会　　　　　場 内　容

１／５

１／10

１／11・25

１／17

１／18

１／23

１／24

１／31

南地域保健福祉センター

坂井輪地域保健福祉センター

東地域保健福祉センター

中央地域保健福祉センター

石山地域保健福祉センター

中地域保健福祉センター

北地域保健福祉センター

西地域保健福祉センター

黒埼地区保健センター

妊 婦 相 談 、

各種制度の

説明、歯科

健診、保健

指導

フ ッ 素 塗 布
受付時間 午前９時半～10時半
対象 ４歳未満児
持ち物 母子健康手帳、料金1,020円
申し込み　電話で各会場へ、入舟分室は
中央地域保健福祉センターへ

月　日 会　　　場 定員（先着）

１／５ 南地域保健福祉センター 150人

１／５・10 坂井輪地域保健福祉センター 各日70人

１／11・25 東地域保健福祉センター 各日50人

１／11 入舟分室 70人

１／17
中央地域保健福祉センター 70人

石山地域保健福祉センター 150人

１／18 中地域保健福祉センター 100人

外　　来

表１　老人医療の一部負担金

医療機関ごとに１日
530円
（月５回目から無料）
１カ月の上限…2,120円

【病院】
◆200床以上
自己負担額…医療費の１割
１カ月の上限額…5,000円

◆200床未満
自己負担額…医療費の１割
１カ月の上限額…3,000円

【診療所】※ベット数20床未満
診療所が定率制または定額制を選択
◆定率制
自己負担額…医療費の１割
１カ月の上限額…3,000円

◆定額制
自己負担額…１日800円

（５回目から無料）
１カ月の上限額…3,200円

※なお、定率制の医療機関で院外処方を行っている場
合は、医療機関と薬局が１カ月の上限額を折半するた
め、上限額はそれぞれ半額になります

現　行 改正後

入　　院

１日1,200円
老齢福祉年金受給
者で市民税非課税
世帯などの人
１日500円

〔 〕
自己負担額…医療費の１割
１カ月の上限額…37,200円
市民税非課税世帯など
１カ月の上限…24,600円
老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯などの人
１カ月上限額…15,000円

老人訪問
看　　護
療 養 費

１日250円

老人訪問看護ステーションが定率制または定額制を選択
◆定率制　　　　　　　　　　
・自己負担額…医療費の１割
・１カ月の上限額…3,000円
◆定額制
・自己負担額…１日600円

（６回目から無料）
・１カ月の上限額…3,000円

高　　額
医療費支
給 制 度
（新　設）

入院にかかった自己負担額が30,000円（市民税非課
税世帯などは21,000円）を超えた老人医療受給者が、
同じ月に同一世帯で複数いた場合は、その合計額が
37,200円（市民税非課税世帯などは24,600円）を超
えた分を申請により高額医療費として支給します。

入 院 時
食事負担

１日760円 １日780円
市民税非課税世帯など
・90日までの入院…１日650円
・90日を超える入院…１日500円
老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯などの人
・１日300円
※現行と同じ

〔 〕

現　行
入院時食事負担額

注１）多数該当とは、過去12カ月の間に３回以上高額療養費の支給を受けている世帯
１日760円 １日780円（市民税非課税世帯は変更なし）

改正後

表２　国民健康保険　高額療養費の１カ月の自己負担額（別途手続きが必要）
現行（上限）

市民税非課税世帯など
多数該当の場合　注１）

市民税課税世帯
多数該当の場合

前年の所得が約700万円 以上の世帯
多数該当の場合

35,400円
24,600円
63,600円
37,200円

改正後

現行と同じ

63,600円＋（医療費－318,000円）×１％
現行と同じ
121,800円＋（医療費－609,000円）×１％
70,800円


